
 



 

 

アイリス税理士法人 事務所概要 

 

 

事業所

名 
アイリス税理士法人 

代表者 城 行永(じょう ゆきひさ)  

所在地 

【東京オフィス】 

  〒141-0031 

東京都品川区西五反田二丁目 29 番 5 号 

  日幸五反田ビル 5 階 

  電 話 ： 03-5436-3737 

ＦＡＸ ： 03-5436-3740 

 

【福岡オフィス】 

  〒810-0074 

福岡市中央区大手門二丁目 1 番 10 号 

  アイリス税理士法人ビル 

  電 話 ： 092-733-1840 

ＦＡＸ ： 092-733-1842 

 

【お問い合わせ】 

  フリーダイヤル ： 0120-733-184 

設立 2002 年 4 月（創業 1996 年 7 月） 

資本金 1,000 万円 

所属税

理士 

城 行永 、田川 政一、山口 多恵子  他 

＜スタッフ総数 ： 60 名＞ 

経営理念 「顧客第一主義」 



 

 

税務顧問 
 

 

 

人事労務･助成金 
 

 

 

その他の業務 
 

 

 

顧問先実績 
 

 

 

  

  

1.月次決算 
毎月決算を行うことで現状の利益を把握し、月次

決算資料をもとに、戦略的な経営を行えます。 

 

2.決算対策 
決算前には決算に向けた事前対策を行い、決算予

測・納税予測を社長さまと一緒に行います。 

 

3.税務相談・節税対策 
税務相談および会計事務所側から各会社の状況

に応じた適切な節税対策をご提案します。 

1.就業規則の作成・運用 
最新法令にもとづいた就業規則を整備すること

で、様々な労務問題を未然に防ぎ、経営者様を徹

底的に守ります。 

 

2.助成金申請 
必要な要件を満たしている助成金の申請を行いま

す。また、獲得できそうな助成金の提案を行いま

す。 

 

3.社会保険手続業務 
従業員様の各種保険手続を代行します。 

1.相続税申告・相続税対策 
相続税試算、株価評価、財産分割対策、納税資金

対策を行います。 

 

2.会社設立・開業支援 
会社の成長を徹底サポートします。設立手続はも

ちろん、創業時の資金調達もおまかせください。 

 

3.経理アウトソーシング 
日々の伝票起票から月次決算、さらには専門スキ

ルが要求される各期の決算に至るまで、部分的な

アウトソーシングからフルアウトソーシングま

で、お任せください。 

 

料亭、温泉旅館、レストラン、飲食店、ヘアーメイ

クアーティスト、音楽家、写真家、芸能人、書道家、

理容業、美容業、建築業、不動産業、Web デザイナ

ー、コンピュータ開発、携帯電話コンテンツ開発、

ソフトウェア開発、携帯電話販売、通信販売、イン

ターネット通信販売、パソコン部品輸入、コンビニ

エンスストア、農業、漁師、鮮魚卸売業、自動車卸

売業、リサイクルショップ、自動車整備、旅行業、

土木建築業、出版業、新聞販売店、病院、クリニッ

ク、NPO 法人、社会福祉法人、弁護士事務所、学

習塾、専修学校、内装工事、店舗設計、一級建築士

事務所、左官工事、工務店 など 



 

 

 

 

「認定経営革新等支援機関」とは 

認定経営革新等支援機関とは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、中小企業者

が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国

が認定した税理士等のことです。 

主な認定機関業種（金融機関、商工会議所、商工会、税理士、監査法人、司法書士 など）  

「認定経営革新等支援機関」を利用するメリット 

その企業の現状や課題、業界全体での動向を分析し、それらに対する具体的な支援策をまとめ、1

つの計画書にします。 

本規定最大の特徴はその効果です。先進性のある固定資産については所定の手続きをすることで即 

時償却（購入後、すぐに全額経費にできる）や税額控除の適用を受けることができます。また、政

策金融公庫による特別な制度融資を利用することもできます。 

弊社は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けております。 



 

 

 



 

 

アイリス税理士法人グループは 

ワンストップサービスをご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門分野が多岐にわたる案件では、各専門家に依頼する時間を作るだけでも大変な労力が必要となりま

す。 

 

アイリス税理士法人は、弁護士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士をはじめとする各種士業や、金

融機関、保険総合代理店、ＩＴ技術者などと幅広く連携しています。 

専門分野が多岐にわたる案件でも、迅速に問題解決を図り、お客様のお悩みを解決します。 

 

アイリス 

税理士法人 

城 行永 

行政書士 

事 務 所 

ＩＲＩＳ 

ビジネス 

サポート 

ＩＲＩＳ 

コンサルティング 

（不動産管理） 

アイリス 

税務・労務 

事 務 所 

公 認 

会計士 

金融機関 

生命保険 

会  社 

不動産 

鑑定士 

司法書士 

弁護士 



 

 

税務顧問 月次決算 

毎月資料をお預かりし、「月次決算書」を作成します。毎月の訪問時には、月次決算書をもとに現状

を正確に把握していただいたうえで、改善提案等を行います。毎月状況を把握することで、戦略的

な経営を行うことができる環境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頼れる税務顧問として 

  

•毎月資料回収

•不明事項確認

資料回収

•損益計算書

•貸借対照表

•売上比較表

月次決算書作成

•月次業績報告

•改善提案等

月次訪問



 

 

税理士と顧問契約を締結するメリット 

 

 

 

経理担当者の人件費や育成費（または、経営者自らが経理を担当する際のコ

スト）と比較した場合、税理士に依頼した方が、間違いの無い適切な税務会計

処理がスムーズに行われますし、誤った会計処理による追徴課税のリスクを最

小限に抑えることができます。 

 

税務の専門家としての法令に基づく的確で有利なアドバイスにより税務申告

が行われますから、適正で有利な税務処理が行われます。結果的に、税理士

に支払う顧問料以上のコスト削減ができるのです。 

 

 

 

月次決算書には、将来の資金繰りや経営戦略の立案に活用することができ

る、会社の現状や将来を暗示する様々な情報が集約されています。 

 

税理士と顧問契約を締結することで、月次決算において会社の損益・資金繰

りなどのチェックと報告を受けることが可能になります。 

 

 

 

記帳代行や申告業務だけが税理士の仕事ではありません。 

 

税務業務以外にも、資金繰りや人事など、経営に関わるお悩みはもちろん、

経営者の個人的なお悩みなど、様々な分野の相談を受けることがあります。 

 

お悩みを一緒に考え、必要に応じて、弁護士や司法書士、社会保険労務士

等と連携し、状況が良くなるよう、問題解決に導きます。 

 

税理士と顧問契約することの大きなメリットが「税務調査」です。 

 

税務調査の際は、あなたの会社の税務代理人として、税務署とのやりとりを安

心してお任せください。 

  

コスト削減・リスク回避 

経営判断 

経営者様の悩み解決 

税務調査対応 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



◆月額報酬◆

ご訪問プラン DXプラン ご訪問プラン DXプラン ご訪問プラン DXプラン

1,000万円未満 30,250円 27,500円 21,780円 19,800円 18,150円 16,500円

3,000万円未満 36,300円 33,000円 24,200円 22,000円 21,780円 19,800円

5,000万円未満 42,350円 38,500円 26,620円 24,200円 24,200円 22,000円

1億円未満 45,980円 41,800円 36,300円 33,000円 26,620円 24,200円

3億円未満 54,450円 49,500円 48,400円 44,000円 42,350円 38,500円

5億円未満 60,500円 55,000円 54,450円 49,500円 48,400円 44,000円

10億円未満 96,800円 88,000円 90,750円 82,500円 84,700円 77,000円

10億円以上

◆決算報酬◆

ご訪問プラン DXプラン ご訪問プラン DXプラン ご訪問プラン DXプラン

3,000万円未満

1億円未満

3億円未満

5億円未満

10億円未満

10億円以上

※１. 年末調整をご依頼頂いた場合、給与支払報告書及び法定調書合計表の作成は無料です。

※２. 税務顧問契約を結ばれているお客様は、顧問料に含まれますので無料です。

✤税務顧問報酬一覧表✤

※表示価格は消費税込みです。

年間売上高
毎月報告 四半期報告 半期報告

応相談

応相談

上記には記帳代行料を含みません。

年間売上高
毎月報告 四半期報告 半期報告

132,000円

165,000円

198,000円

220,000円

352,000円

消費税申告がある場合は、別途33,000円と月額報酬1か月分の多い金額が決算報酬に加算されます。

その他の報酬 業務内容

記帳代行報酬 月額11,000円～。月間仕訳数500仕訳以上は応相談。

部門別管理報酬 1部門毎に月額報酬の20％を加算致します。　　　　　

事前確定届出給与 別途お見積り

税務調査立会報酬 日額66,000円～

税務調査での交渉による減額報酬 交渉により減額された税額の20％～

修正申告書の作成報酬 110,000円～

年末調整報酬 16,500円～　人数が５名を超える場合は2,200円/１名を加算致します。

経済産業省はDXを、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に

償却資産申告報酬 1市町村につき5,500円～

法定調書合計表作成報酬 5,500円～※１

各種届出書作成報酬　　 1届出書につき5,500円～※２

議事録作成報酬　 １件につにつき5,500円～※２

国外取引管理 月額22,000円～

DXとは「Digital Transformation」の略です。英語圏では「Trans」を略するときは「X」を使うので「T」が「X」となり「DX」と表記されます。

製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性

を確立すること」と定義し推奨しています。

DXプランでは、毎月のご報告は原則としてオンラインで行い、財務データの交換はデジタル技術を活用して行います。

同時に、御社のオンライン会議システム、ペーパーレス、ネットバンキング、テレワーク等の導入・活用をサポート致します。
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